
排出油等防除委員会規約 

 

（目的） 

第１条 本会は、敦賀港及びその周辺海域において、大量の油、有害液体物質等（以

下「排出油等」という。）の排出事故が発生した場合の防除活動について、

あらかじめ必要な事項を協議し、それぞれの会員が持っている知識・技術や

立場に応じて実施する活動について、その連携、協力を図り、迅速かつ的確

な防除を推進し、もって排出油等による被害の極限化を図ることを目的とす

る。 

（名称） 

第２条 本会は、敦賀港事故防止連絡協議会（以下「協議会」という。）の専門委

員会として設置し、名称を排出油等防除委員会（以下「委員会」という。）とい

う。 

 

（委員会の業務） 

第３条 委員会は、次の業務を行う。 

 （１）排出油等防止に必要な事項 

 （２）排出油等防除計画の策定 

 （３）排出油等防除に必要な資機材等の整備促進 

 （４）排出油等防除に関する研修及び訓練 

 （５）排出油等防除の実施の推進 

 （６）その他排出油等防除に必要な事項 

 

（組織） 

第４条 協議会の理事会において委員を選出し、その中から委員長１名、副委員長

３名を互選する。 

 

（資料の収集） 

第５条 委員会は、排出油等防除に必要な次の資料を一覧表にして整理するととも

に、必要な人員、資機材等および連絡体制の実態を把握し、防除体制の整備確立



に努めるものとする。 

 （１）動員可能人員数 

 （２）施設・資機材等の整備、保有状況 

 （３）情報連絡体制 

 （４）その他必要事項  

 

（委員会の開催） 

第６条 排出油等の排出事故等が発生し、協議会による排出油等防除活動を必要と

する場合には、直ちに委員会を開催して基本的方針を協議し、その結果を会長に

報告するものとする。 

 

（連絡調整本部の設置及び活動の調整） 

第７条 会長は、排出事故の規模、状況、防除措置の進歩状況に応じて、適宜、

連絡調整本部（以下「調整本部という。」を設置するとともに、会員に対し

て情報の共有や、迅速かつ的確な防除活動を実施できるよう協議調整する。 

２ 会員は、前項の連絡調整本部を設けた場合、所属する職員を調整本部に派

遣するものとする。 

 

（関係機関の措置） 

第８条 排出油等の事故発生時において関係機関の取るべき措置は、「敦賀港事故

防止連絡協議会防除活動等マニュアル」に定めるとおりとする。 

 

（訓練） 

第９条 排出油等の事故発生時における協議会会員の防除活動に資するため、可能

な限り年１回以上委員会の定める計画に従い、教育及び訓練を行うものとする。 

 

（災害補償） 

第１０条 排出油等の防除活動により、出動した者が負傷し、疾病し、若しくは死

亡し、又は廃疾になった場合における災害補償については、法的に別段の定めあ

るもののほか、当該被災した職員が所属する機関が当たるものとする。 



 

（規約の改正等） 

第１１条 この規約に定めてない事項又は疑義が生じた場合には、その内容を会長

に報告するものとする。 

２ 会長は、報告された内容を検討の上、理事会に諮り改正の要否を決定するもの

とする。 

 

（臨時会議） 

第１２条 会長は、必要に応じ、委員会の会員を召集し、臨時の会議を開催す

ることができる。 

 

（庶務） 

第１３条 本会の庶務は敦賀海上保安部警備救難課において行う。 

 

  附則 

 この規約は、昭和５０年３月１４日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成２０年３月５日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成２２年５月２０日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成２６年５月２１日から施行する。 
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